
様式７号（第３条関係）

令和4年10月 契約分

既設火葬炉の経年劣化による修繕工事で，高い
専門性が必要であり，修繕は火葬炉製造業者に
限られるため。

随 意 契 約 状 況

事業概要 契約相手方
種別

タイル・れんが・ブロック工事

鹿嶋斎苑　○台車ブロック交換
(2,3,5号炉)　○冷却前室光電ス
イッチ交換(2,3,5号炉)　○台車駆
動装置モーター交換(2,3,5号炉)
○主燃炉Nブロック修繕(2,3,5号
炉)

令 和 4 年 度

工事名称（工事場所）

令和4年10月13日

事業担当課 整理番号

環境政策課 20221078

４鹿環政第２号　鹿嶋斎苑火葬炉設備
修繕工事（鹿嶋市大字棚木２０９番地）

随意契約の理由

地方自治法施行令根拠

随意契約（施行令第167条の2第1項第2号）

4,592,284 円

4,587,000 円

予定価格（税込み）

契約金額（税込み）

富山県富山市奥田新
町12-3

㈱宮本工業所

令和4年10月14日

令和4年12月15日

契約日

工　期

自

至
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